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公認競技会規程
（目的） 

第 1 条	 �この規程は、日本陸上競技連盟（以下「本連盟」という。）
が公認する競技会に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義）

第 2 条	 �公認競技会とは、本連盟が認めた競技会をいう。

（公認競技会の主催）

第 3 条	 �公認競技会の主催は、国内において本連盟のみがその権利
を有する。

	 2.	 �本連盟は、加盟団体に、管轄する都道府県の陸上競技選手

権大会及びその地域内で種々の公認競技会を主催する権利

を委譲する。なお、本連盟の承認のもと全国規模の大会を

主催することもできる。

	 3.	 �加盟団体は、加入団体に、自己と密接な関連がある公認競

技会を主催する権利を委譲する。

	 4.	 �本連盟は、地域陸上競技協会に地域陸上競技選手権大会及

び地域的競技会の公認競技会を主催する権利を委譲する。

	 5.	 �本連盟は、日本実業団陸上競技連合とその下部組織に、実

業団の公認競技会を主催する権利を委譲する。

	 6.	 �本連盟は、日本学生陸上競技連合とその下部組織に、主に

大学生が参加する公認競技会を主催する権利を委譲する。

	 7.	 �全国高等学校体育連盟とその下部組織は、本連盟とその下

部組織の主催の下に高校生の公認競技会を開催できる。

	 8.	 �日本中学校体育連盟とその下部組織は、本連盟とその下部

組織の主催の下に中学生の公認競技会を開催できる。

	 9.	 �本連盟は、日本マスターズ陸上競技連合とその下部組織に、

マスターズの公認競技会を主催する権利を委譲する。

	 10. 	 �道路競走競技会において、本連盟、加盟団体、加入団体（た

だし、郡市区町村陸上競技協会に限る）、地域陸上競技協

会が共催または主管し、且つ次の各号を順守することを条
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件に、本連盟は、地方公共団体その他本連盟が認める団体

に、当該競技会について、公認競技会を主催する権利を委

譲することができる。

	 	 ①	  医師を含む医務員を複数名任命すること

	 	 ② 	 緊急医療体制（AEDの配置を含む）を整備すること

	 	 ③ 	 �競技者、競技役員に対して傷害事故、疾病事故に対応

し得る保険に加入すること

（公認競技会の共催） 

第 4 条	 �主催者は、主催者と共同して公認競技会を開催する団体を
共催者とすることができる。 

（参加競技者） 

第 5 条	 �公認競技会には、本連盟登録会員規程に定める登録会員の
みが競技者として参加できる。

	 	 ただし、以下の者についてはこの限りではない

	 	 ① 	 道路競走競技会に参加する競技者

	 	 ② 	 小学生競技者

	 	 ③ 	 本連盟が出場を認めた外国人競技者

	 2.	 �公認競技会には次の各号に該当する者は参加を認められな

い。

	 	 ① 	 �ワールドアスレチックス（以下、「WA」という。）の規

程ならびに規則とそれらの国内規程ならびに規則に反

する者。

	 	 ② 	 �WAまたは本連盟の資格審査により、資格停止または

競技会参加を禁止されている者。

	 	 ③ 	 �本連盟登録会員規程により本連盟に登録している外

国人を除く外国人競技者にあたってはその者の属す

る国の WA加盟団体から競技者資格および競技会参加

許可に関する証明書を得ていない者。主催者は、出

場を希望する外国人競技者から提出された所属する

国の陸連発行の出場承認書 (Approval Letterもしくは

Authorization Letter)を本連盟に送付し許可を得なく
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てはならない。

（競技規則の遵守）

第 6 条	 �公認競技会は、本連盟競技規則に基づいて行われるものと
する。

（競技場及びコース）

第 7 条	 �公認競技会は、本連盟の公認に関する諸規定に合致した陸
上競技場、室内陸上競技場、長距離競走路及び競歩路で行

うものとする。

	 2.	 �クロスカントリー競走競技会は、TR56及びクロスカント

リー競走コース設定基準に準じるコースで行うこととす

る。

	 3.	 �マウンテンレースおよびトレイルレースは、TR57に準じ

るコースで行うこととする。

	 4.	 �駅伝競走競技会は、駅伝競走規準に準じるコースで行うこ

とが望ましい。

（審判）

第 8 条	 �公認競技会の審判員は、補助員を除きすべて公認審判員で
あること。

（開催の申請及び承認）

第 9 条	 �公認競技会を開催するには、管轄する加盟団体または協力
団体の審査を経て、本連盟が定める方法により競技会開催

前に本連盟に申請し承認を受けなければならない。

（結果の提出）

第 10 条	 �公認競技会の結果は、本連盟が定める方法及び書式で、競
技会終了後できるだけ速やかに（競技会終了後、一週間を

めどとする）、30日以内に本連盟に提出しなければならな

い。
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（ロゴの付与）

第 11 条	 �公認競技会の主催者は、本連盟公認競技会ロゴをポスター、
プログラム、チラシ等に付与する権利を有する。

（公認競技会の取り消し）

第 12 条	 �本連盟は本規程が遵守されない公認競技会の公認を取り消
す。

附則2014年12月22日施行

附則2017年 5月22日改定

附則2018年4月1日改定

附則2019年4月1日改定

附則2020年4月1日改定

附則2022年4月1日改定

附則2023年4月1日改定


